
 

令和４年７月２９日 

 

株式会社北海道産地直送センターに対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社北海道産地直送センター（以下「北海道産地直送

センター」といいます。）に対し、同社が供給する食品に係る表示について、景

品表示法に違反する行為（同法第５条第２号（有利誤認）に該当）が認められた

ことから、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いまし

た。 

 

１ 違反行為者の概要 

名 称 株式会社北海道産地直送センター（法人番号 7430001030970） 

所 在 地 札幌市厚別区厚別中央二条五丁目４番１号 

代 表 者 代表取締役 三好 正洋 

設立年月 平成１３年２月 

資 本 金 １０００万円（令和４年７月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品 

   別表１「商品名」欄記載の食品（以下「本件３４商品」という。）及び別表

２「商品名」欄記載の食品（以下「本件３商品」という。） 

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

    ａ  本件３４商品 

「産地直送センター」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブ

サイト」という。） 

    ｂ  本件３商品 

地上波放送を通じて放送された「イチモニ！」と称する番組内の「新

型コロナに負けるな！買って応援北海道」と称するコーナー 

(ｲ) 表示期間 

ａ  本件３４商品 

別表１「表示期間」欄記載の期間 

ｂ  本件３商品 
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別表２「表示日」欄記載の日 

 

 (ｳ) 表示内容 

ａ 本件３４商品（表示例：別紙） 

例えば、「味付け焼きたらこ ６００ｇ」と称する食品について、令

和３年１０月２２日から令和４年１月１３日までの間、「味付け焼きた

らこ ６００ｇ」、「通常価格：￥４，０００税込」及び「販売価格：￥１，

４８０税込」と表示するなど、別表１「表示内容」欄記載のとおり表示

することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブ

サイトにおいて本件３４商品について通常販売している価格であり、実

際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表

示していた。 

ｂ 本件３商品 
例えば、「けっぱれどさんこセット」と称する食品について、令和３

年１１月１３日、「北海道の味覚９品 けっぱれどさんこセット」、「①

豚丼の具 ３種 ②こまい ２００ｇ ③ほっけ ４００ｇ ④松前

漬 ２００ｇ ⑤タコしゃぶ １４０ｇ ⑥ラーメン ３袋 ⑦ホッ

ケスティック ２００ｇ ⑧カラフトマスフレーク ８０ｇ ⑨お刺

身用ホタテ ５００ｇ」、「プレゼント 北あかりコロッケ２０個」及び

「通常１万６００円相当➡３５％オフ ６，９８０円」との文字の映像

並びに「けっぱれどさんこセットです。北海道の味覚が計９品も入った

商品となっています」、「購入いただいた方にプレゼントがあるんですよ

ね」、「北あかりコロッケ２０個つけちゃいます」及び「通常ですね、１

万６００円相当のお品ですが、今回は３５％オフの６，９８０円で販売

いたします」との音声など、別表２「表示内容」欄記載のとおり表示す

ることにより、 

① あたかも、「通常」及び「相当」と称する価額（以下「比較対照価

格」という。）は、北海道産地直送センターが本件３商品に含まれる

単品の商品について通常販売している価格を足し上げた価格であり、

実際の販売価格が、当該通常販売している価格を足し上げた価格に比

して安いかのように表示していた。 

② あたかも、本件３商品の購入者に対して、「プレゼント」と称する

商品を無償で提供するかのように表示していた。 

イ 実際 

(ｱ) 前記ア(ｳ)ａについて、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイト

において本件３４商品について販売された実績のないものであった。 

(ｲ)ａ 前記ア(ｳ)ｂ①について、本件３商品に含まれる単品の商品の過半は
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北海道産地直送センターにおいて販売実績がないものであって、比較対

照価格は、当該販売実績のない単品の商品について北海道産地直送セン

ターが任意に設定した価格及び「プレゼント」と称して提供する商品の

価格を含み、任意に設定されたものであった。 

ｂ 前記ア(ｳ)ｂ②について、本件３商品の販売価格は、北海道産地直送

センターが「プレゼント」と称して提供する商品の価格を含むものであ

って、「プレゼント」と称する商品は、無償で提供されるものではなか

った。    

 

⑶ 命令の概要 

 ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件３４商

品及び本件３商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著

しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反す

るものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話 ０３（３５０７）９１２６ 

ホームページ https://www.caa.go.jp/ 
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別表１ 

 商品名 表示期間 表示内容 

１ 

味付け焼きたらこ 

６００ｇ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「味付け焼きたらこ ６００

ｇ」、「通常価格：￥４，００

０税込」及び「販売価格：￥１，

４８０税込」 

（別紙１） 

２ 

味付け焼きたらこ 

３６０ｇ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「味付け焼きたらこ ３６０

ｇ」、「通常価格：￥２，４０

０税込」及び「販売価格：￥９

８０税込」 

（別紙２） 

３ 

幻のいばら蟹と王道

のずわい蟹のセット 

計２ｋｇ ５～６人

前 

令和３年１２月９日か

ら令和４年１月２５日

までの間 

「幻のいばら蟹と王道のずわ

い蟹のセット 計２ｋｇ ５

～６人前」、「通常価格：￥２

４，５００税込」及び「販売

価格：￥２１，８００税込」 

（別紙３） 

４ 

ずわい蟹フレーク 

２００ｇ 

令和３年１２月８日か

ら令和４年１月２５日

までの間 

「ずわい蟹フレーク ２００

ｇ」、「通常価格：￥１，６０

０税込」及び「販売価格：￥１，

２００税込」 

（別紙４） 

５ 

松前漬 白造りバラ

子 ５００ｇ 

令和３年１２月６日か

ら令和４年１月１４日

までの間 

「松前漬 白造りバラ子 ５

００ｇ」、「通常価格：￥１，

５００税込」及び「販売価格：

￥９８０税込」 

（別紙５の１） 

令和４年１月１７日か

ら同月２５日までの間 

「松前漬 白造りバラ子 ５

００ｇ」、「通常価格：￥１，

５００税込」及び「販売価格：

￥９３１税込」 

（別紙５の２） 

６ 

北海道産 毛蟹 ３

尾  計１ｋｇ前後 

３～４人前 

令和３年１１月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「北海道産 毛蟹 ３尾 計

１ｋｇ前後 ３～４人前」、

「通常価格：￥１３，８００

税込」及び「販売価格：￥９，
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 商品名 表示期間 表示内容 

９８０税込」 

（別紙６） 

７ 

北海道″お宝＂訳あ

り９点セット 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月７日

までの間 

「北海道″お宝＂訳あり９点

セット」、「通常価格：￥１２，

８７０税込」及び「販売価格：

￥８，０８０税込」 

（別紙７） 

８ 

北海道＂お宝＂訳あ

り９点セット 

令和３年１０月２２日

から同年１１月９日ま

での間 

「北海道＂お宝＂訳あり９点

セット」、「通常価格：￥１８，

４６０税込」及び「販売価格：

￥１１，８００税込」 

（別紙８） 

９ 

生サラミ ６００ｇ  

北海道産 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「生サラミ ６００ｇ 北海

道産」、「通常価格：￥４，１

００税込」及び「販売価格：

￥３，２５０税込」 

（別紙９） 

１０ 

生サラミ ２４０ｇ  

北海道産 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「生サラミ ２４０ｇ 北海

道産」、「通常価格：￥１，６

４０税込」及び「販売価格：

￥１，４８０税込」 

（別紙１０） 

１１ 

豚丼の具＜生姜風味

＞ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具＜生姜風味＞」、

「通常価格：￥７５０税込」

及び「販売価格：￥６００税

込」 

（別紙１１） 

１２ 

豚丼の具＜塩味＞ 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具＜塩味＞」、「通常

価格：￥７５０税込」及び「販

売価格：￥６００税込」 

（別紙１２） 

１３ 

豚丼の具＜醤油味＞ 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具＜醤油味＞」、「通

常価格：￥７５０税込」及び

「販売価格：￥６００税込」 

（別紙１３） 

１４ 豚丼の具 ３種セッ 令和３年１０月２２日 「豚丼の具 ３種セット」、
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 商品名 表示期間 表示内容 

ト から令和４年１月２５

日までの間 

「通常価格：￥２，２５０税

込」及び「販売価格：￥１，

７００税込」 

（別紙１４） 

１５ 

新巻鮭カマ １．５ｋ

ｇ（５００ｇ×３） 

襟裳産 

令和３年１０月２２日

から同月２７日までの

間 

「荒巻鮭カマ １．５ｋｇ 

襟裳産」、「通常価格：￥３，

０００税込」及び「販売価格：

￥２，４８０税込」 

（別紙１５の１） 

令和３年１０月２８日 「新巻鮭カマ １．５ｋｇ 

襟裳産」、「通常価格：￥３，

０００税込」及び「販売価格：

￥２，４８０税込」 

（別紙１５の２） 

令和３年１０月２９日

から令和４年１月１３

日までの間 

「新巻鮭カマ １．５ｋｇ（５

００ｇ×３） 襟裳産」、「通

常価格：￥３，０００税込」

及び「販売価格：￥２，４８

０税込」 

（別紙１５の３） 

１６ 

新巻鮭カマ ５００

ｇ 襟裳産 

令和３年１０月２２日

から同月２７日までの

間 

「荒巻鮭カマ ５００ｇ 襟

裳産」、「通常価格：￥１，０

００税込」及び「販売価格：

￥８８０税込」 

（別紙１６の１） 

令和３年１０月２８日

から令和４年１月１３

日までの間 

「新巻鮭カマ ５００ｇ 襟

裳産」、「通常価格：￥１，０

００税込」及び「販売価格：

￥８８０税込」 

（別紙１６の２） 

１７ 

お刺身用ホタテ１ｋ

ｇと国産和牛切り落

とし３００ｇ 

令和３年１０月２２日

から同年１２月１７日

までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇと国

産和牛切り落とし３００ｇ」、

「通常価格：￥１０，０００

税込」及び「販売価格：￥４，

９８０税込」 

（別紙１７） 
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 商品名 表示期間 表示内容 

１８ 

お刺身用ホタテ１ｋ

ｇ＋いくら２５０ｇ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇ＋い

くら２５０ｇ」、「通常価格：

￥１０，０００税込」及び「販

売価格：￥７，９８０税込」 

（別紙１８） 

１９ 

お刺身用ホタテ１ｋ

ｇと毛蟹２７０ｇ前

後×２尾 

令和３年１０月２２日

から同年１１月１２日

までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇと毛

蟹２７０ｇ前後×２尾」、「通

常価格：￥１０，０００税込」

及び「販売価格：￥７，９８

０税込」 

（別紙１９の１） 

令和３年１１月１５日

から同年１２月１６日

までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇと毛

蟹２７０ｇ前後×２尾」、「通

常価格：￥１０，０００税込」

及び「販売価格：￥８，９８

０税込」 

（別紙１９の２） 

２０ 

【業務用】ぶりそぼろ

（フレーク）（約１ｋ

ｇ） 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「【業務用】ぶりそぼろ（フレ

ーク）（約１ｋｇ）」、「通常価

格：￥２，５００税込」及び

「販売価格：￥９８０税込」 

（別紙２０） 

２１ 

【業務用】北海道産牛

生ハム細切り（２５０

ｇ×２Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「【業務用】北海道産牛生ハム

細切り（２５０ｇ×２Ｐ）」、

「通常価格：￥５，０００税

込」及び「販売価格：￥３，

９８０税込」 

（別紙２１） 

２２ 

【業務用】北海道産牛

生ハム細切り（２５０

ｇ×１Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「【業務用】北海道産牛生ハム

細切り（２５０ｇ×１Ｐ）」、

「通常価格：￥２，５００税

込」及び「販売価格：￥２，

１８０税込」 

（別紙２２） 

２３ 
味付数の子（５００ｇ

×１Ｐ） 

令和３年１１月１日か

ら令和４年２月１日ま

「味付数の子（５００ｇ×１

Ｐ）」、「通常価格：￥４，２０
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 商品名 表示期間 表示内容 

での間 ０税込」及び「販売価格：￥２，

９８０税込」 

（別紙２３） 

２４ 

【業務用】農家のベー

コンダイスカット（１

４０ｇ×５Ｐ） 

令和３年１０月２７日

から令和４年１月１３

日までの間 

「【業務用】農家のベーコンダ

イスカット（１４０ｇ×５

Ｐ）」、「通常価格：￥３，４０

０税込」及び「販売価格：￥２，

１８０税込」 

（別紙２４） 

２５ 

【業務用】農家のベー

コンダイスカット（１

４０ｇ×３Ｐ） 

令和３年１０月２７日

から令和４年１月１３

日までの間 

「【業務用】農家のベーコンダ

イスカット（１４０ｇ×３

Ｐ）」、「通常価格：￥２，０４

０税込」及び「販売価格：￥１，

４８０税込」 

（別紙２５） 

２６ 

漁師のまかない丼の

具（１４０ｇ×３Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「漁師のまかない丼の具（１

４０ｇ×３Ｐ）」、「通常価格：

￥２，４００税込」及び「販

売価格：￥１，６８０税込」 

（別紙２６） 

２７ 

漁師のまかない丼の

具（１４０ｇ×１Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「漁師のまかない丼の具（１

４０ｇ×１Ｐ）」、「通常価格：

￥８００税込」及び「販売価

格：￥５８０税込」 

（別紙２７） 

２８ 

北海道バラエティー

セット 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２０

日までの間 

「北海道バラエティーセッ

ト」、「通常価格：￥１４，３

００税込」及び「販売価格：

￥９，９８０税込」 

（別紙２８の１） 

令和４年１月２１日か

ら同月２５日までの間 

「北海道バラエティーセッ

ト」、「通常価格：￥１４，３

００税込」及び「販売価格：

￥１１，９８０税込」 

（別紙２８の２） 

２９ お肉セット 令和３年１０月２２日 「お肉セット」、「通常価格：

8



 商品名 表示期間 表示内容 

から令和４年１月２７

日までの間 

￥６，３００税込」及び「販

売価格：￥５，９８０税込」 

（別紙２９） 

３０ 

お刺身セット 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「お刺身セット」、「通常価

格：￥６，６００税込」及び

「販売価格：￥５，９８０税

込」 

（別紙３０） 

３１ 

松前漬けセット 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「松前漬けセット」、「通常価

格：￥６，３００税込」及び

「販売価格：￥４，９８０税

込」 

（別紙３１） 

３２ 

鹿児島産  うなぎ 

１枚 

令和３年１２月２０日

から令和４年１月２５

日までの間 

「鹿児島産 うなぎ １枚」、

「通常価格：￥２，５００税

込」及び「販売価格：￥１，

９８０税込」 

（別紙３２） 

３３ 

北海道“お宝＂訳あり

７点セット 

令和４年１月１３日か

ら同月２５日までの間 

「北海道“お宝＂訳あり７点

セット」、「通常価格：￥１５，

４４０税込」及び「販売価格：

￥１１，０００税込」 

（別紙３３） 

３４ 

２０２２年初売りセ

ット 

令和４年１月１７日か

ら同月２５日までの間 

「２０２２年初売りセット」、

「通常価格：￥１１，７８０

税込」及び「販売価格：￥８，

９８０税込」 

（別紙３４） 
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別表２ 

 商品名 表示日 表示内容 

１ 

けっぱれど

さんこセッ

ト 

令和３年１１月

１３日 

・「北海道の味覚９品 けっぱれどさんこセッ

ト」、「①豚丼の具 ３種 ②こまい ２００

ｇ ③ほっけ ４００ｇ ④松前漬 ２００ｇ 

⑤タコしゃぶ １４０ｇ ⑥ラーメン ３袋 

⑦ホッケスティック ２００ｇ ⑧カラフトマ

スフレーク ８０ｇ ⑨お刺身用ホタテ ５０

０ｇ」、「プレゼント 北あかりコロッケ２０

個」及び「通常１万６００円相当➡３５％オフ 

６，９８０円」との文字の映像 

・「けっぱれどさんこセットです。北海道の味覚

が計９品も入った商品となっています」、「購入

いただいた方にプレゼントがあるんですよね」、

「北あかりコロッケ２０個つけちゃいます」及

び「通常ですね、1 万６００円相当のお品です

が、今回は３５％オフの６，９８０円で販売い

たします」との音声 

２ 

けっぱれど

さんこセッ

ト２ 

令和４年１月

２２日 

・「けっぱれどさんこセット２（全９品） ①北

あかりコロッケ ２０個 ②カニクリームコロ

ッケ ８個」、「③イカソーメン ２人前」、「④

松前漬 ２００ｇ ⑤海鮮づくし松前漬 ２５

０ｇ」、「⑥ナメタカレイ ２枚 ⑦宗八カレイ 

１枚 ⑧北海道産ブリ 半身 ⑨ボイル甘えび 

４００ｇ」及び「紅ズワイガニ２杯もプレゼン

ト」、「北海道の味覚９品 けっぱれどさんこセ

ット２ 通常１万１，７８０円相当➡７，９８

０円」との文字の映像 

・「北海道を中心においしい海の幸、山の幸計９

品がセットになっています。通常１万１，７８

０円が、７，９８０円とお得になっています」

及び「こちらの紅ズワイカニ２杯プレゼントし

ます」との音声 

３ 

けっぱれど

さんこセッ

ト３ 

令和４年２月

２６日 

・「けっぱれどさんこセット３（全１０品） ①

北海道産 お刺身ホタテ（５００ｇ）」、「②北海

道産 秋鮭ハラス 三五八
さ ご は ち

漬け（１５０ｇ）」、

「③さば一夜干し（１６０ｇ） ④赤魚一夜干
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 商品名 表示日 表示内容 

し（１６０g） ⑤こまい（２００ｇ） ⑥ほっ

けスティック（１００ｇ）」、「⑦えび風味 味噌

ラーメン（１袋） ⑧かに風味 味噌ラーメン

（１袋） ⑨牛モツ煮（１７０ｇ） ⑩カニク

リームコロッケ（８個）」、「北海道産 紅ホタ

テ（２５０ｇ）プレゼント」及び「北海道の

味覚１０品 けっぱれどさんこセット３ 通

常９，７１０円相当➡６，９８０円」との文

字の映像 

・「１０品で６，９８０円。お得なんですが、な

んとかもう一声お願いします」及び「はい、も

ちろんです。今回は北海道産紅ホタテ５００ｇ」

との音声 

 

11



別紙１ 

 

 

  

12



別紙２ 
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別紙３ 
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別紙４ 

15



別紙５の１ 

16



別紙５の２ 

17



別紙６ 

18



別紙７ 

19



別紙８ 

 

 

 

  

20



別紙９ 

21



別紙１０ 

22



別紙１１ 

23



別紙１２ 

24



別紙１３ 

25



別紙１４ 

26



別紙１５の１ 

27



別紙１５の２ 

28



別紙１５の３ 

29



別紙１６の１ 

30



別紙１６の２ 

31



別紙１７ 

32



別紙１８ 

33



別紙１９の１ 

34



別紙１９の２ 

35



別紙２０ 

36



別紙２１ 

37



別紙２２ 

38



別紙２３ 

39



別紙２４ 

40



別紙２５ 

41



別紙２６ 

42



別紙２７ 

43



別紙２８の１ 

44



別紙２８の２ 

45



別紙２９ 

 

 

  

46



別紙３０ 

47



別紙３１ 

 
 

  

48



別紙３２ 

 

 

  

49



別紙３３ 

50



別紙３４ 
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（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

（措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

（参考１） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号） 
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（報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。  

２～３ （省略） 

 

（権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２～３ （省略） 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三

条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、

第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及

び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項

において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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○優良誤認表示（５条１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（５条２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

 

（参考２） 

 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号） 

景品表示法による表示規制の概要 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより

も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

54



消表対第１０１５号 

令和４年７月２９日 

株式会社北海道産地直送センター 

代表取締役 三好 正洋 殿 

消費者庁長官 新井 ゆたか 

 （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する別表１「商品名」欄記載の食品３４商品（以下「本件３４商品」

という。）及び別表２「商品名」欄記載の食品３商品（以下「本件３商品」という。）の各

商品（以下これらを併せて「本件３７商品」という。）の取引について、それぞれ、不当景

品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５

条の規定により禁止されている同条第２号に該当する不当な表示を行っていたので、同法

第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件３７商品に係る表示に関して、次に掲げる

事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につ

いては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件３４商品を一般消費者に販売するに当たり、「産地直送センター」

と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）において、例え

ば、「味付け焼きたらこ ６００ｇ」と称する食品について、令和３年１０月２２

日から令和４年１月１３日までの間、「味付け焼きたらこ ６００ｇ」、「通常価

格：￥４，０００税込」及び「販売価格：￥１，４８０税込」と表示するなど、別

表１「商品名」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価

額は、自社ウェブサイトにおいて本件３４商品について通常販売している価格で

あり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示

していたこと。 

(ｲ) 実際には、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおいて本件３４商

品について販売された実績のないものであったこと。 

イ(ｱ) 貴社は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、地上波放送を通じて放

送された「イチモニ！」と称する番組内の「新型コロナに負けるな！ 買って応援

北海道」と称するコーナー（以下「本件コーナー」という。）において、例えば、

「けっぱれどさんこセット」と称する食品について、令和３年１１月１３日、「北

※別添写しについては、添付を省略しています。 

別添 

1



海道の味覚９品 けっぱれどさんこセット」、「①豚丼の具 ３種 ②こまい ２

００ｇ ③ほっけ ４００ｇ ④松前漬 ２００ｇ ⑤タコしゃぶ １４０ｇ 

⑥ラーメン ３袋 ⑦ホッケスティック ２００ｇ ⑧カラフトマスフレーク 

８０ｇ ⑨お刺身用ホタテ ５００ｇ」、「プレゼント 北あかりコロッケ２０

個」及び「通常１万６００円相当➡３５％オフ ６，９８０円」との文字の映像並

びに「けっぱれどさんこセットです。北海道の味覚が計９品も入った商品となって

います」、「購入いただいた方にプレゼントがあるんですよね」、「北あかりコロッ

ケ２０個つけちゃいます」及び「通常ですね、１万６００円相当のお品ですが、今

回は３５％オフの６，９８０円で販売いたします」との音声など、別表２「商品名」

欄記載の商品について、同表「表示日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載の

とおり表示することにより、 

a あたかも、「通常」及び「相当」と称する価額（以下「比較対照価格」という。）

は、貴社が本件３商品に含まれる単品の商品について通常販売している価格を

足し上げた価格であり、実際の販売価格が、当該通常販売している価格を足し

上げた価格に比して安いかのように表示していたこと。 

b あたかも、本件３商品の購入者に対して、「プレゼント」と称する商品を無償

で提供するかのように表示していたこと。 

(ｲ)a 実際には、本件３商品に含まれる単品の商品の過半は貴社において販売実績

がないものであって、比較対照価格は、当該販売実績のない単品の商品について

貴社が任意に設定した価格及び「プレゼント」と称して提供する商品の価格を含

み、任意に設定されたものであったこと。 

b 実際には、本件３商品の販売価格は、貴社が「プレゼント」と称して提供する

商品の価格を含むものであって、「プレゼント」と称する商品は、無償で提供さ

れるものではなかったこと。 

ウ 前記ア(ｱ)及びイ(ｱ)の表示は、それぞれ、前記ア(ｲ)及びイ(ｲ)のとおりであって、

それぞれ、本件３７商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するもので

あること。 

⑵ 貴社は、今後、本件３７商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記(1)ア及び

イの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴

社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件３７商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前記(1)ア及び

イの表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の取引条件について、実際のものよ

りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならな

い。 

⑷ 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につ

いて、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

2



２ 事実 

⑴ 株式会社北海道産地直送センター（以下「北海道産地直送センター」という。）は、

北海道札幌市厚別区厚別中央二条五丁目４番１号に本店を置き、食料品小売業、食品卸

売業等を営む事業者である。 

⑵ 北海道産地直送センターは、本件３７商品を自ら一般消費者に販売している。 

⑶ 北海道産地直送センターは、本件３４商品に係る自社ウェブサイト及び本件３商品

に係る本件コーナーの表示内容を自ら決定している。 

⑷ア(ｱ) 北海道産地直送センターは、本件３４商品を一般消費者に販売するに当たり、自

社ウェブサイトにおいて、例えば、「味付け焼きたらこ ６００ｇ」と称する食品

について、令和３年１０月２２日から令和４年１月１３日までの間、「味付け焼き

たらこ ６００ｇ」、「通常価格：￥４，０００税込」及び「販売価格：￥１，４

８０税込」と表示するなど、別表１「商品名」欄記載の商品について、同表「表示

期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あ

たかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおいて本件３４商品に

ついて通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価

格に比して安いかのように表示していた。 

(ｲ) 実際には、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおいて本件３４商

品について販売された実績のないものであった。 

イ(ｱ) 北海道産地直送センターは、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、本件

コーナーにおいて、例えば、「けっぱれどさんこセット」と称する食品について、

令和３年１１月１３日、「北海道の味覚９品 けっぱれどさんこセット」、「①豚

丼の具 ３種 ②こまい ２００ｇ ③ほっけ ４００ｇ ④松前漬 ２００ｇ

 ⑤タコしゃぶ １４０ｇ ⑥ラーメン ３袋 ⑦ホッケスティック ２００ｇ

 ⑧カラフトマスフレーク ８０ｇ ⑨お刺身用ホタテ ５００ｇ」、「プレゼン

ト 北あかりコロッケ２０個」及び「通常１万６００円相当➡３５％オフ ６,９

８０円」との文字の映像並びに「けっぱれどさんこセットです。北海道の味覚が計

９品も入った商品となっています」、「購入いただいた方にプレゼントがあるんで

すよね」、「北あかりコロッケ２０個つけちゃいます」及び「通常ですね、１万６

００円相当のお品ですが、今回は３５％オフの６,９８０円で販売いたします」と

の音声など、別表２「商品名」欄記載の商品について、同表「表示日」欄記載の日

に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、 

a あたかも、比較対照価格は、北海道産地直送センターが本件３商品に含まれる

単品の商品について通常販売している価格を足し上げた価格であり、実際の販売

価格が、当該通常販売している価格を足し上げた価格に比して安いかのように表

示していた。 

b あたかも、本件３商品の購入者に対して、「プレゼント」と称する商品を無償

で提供するかのように表示していた。 
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(ｲ)a 実際には、本件３商品に含まれる単品の商品の過半は北海道産地直送センター

において販売実績がないものであって、比較対照価格は、当該販売実績のない単

品の商品について北海道産地直送センターが任意に設定した価格及び「プレゼン

ト」と称して提供する商品の価格を含み、任意に設定されたものであった。 

b 実際には、本件３商品の販売価格は、北海道産地直送センターが「プレゼント」

と称して提供する商品の価格を含むものであって、「プレゼント」と称する商品

は、無償で提供されるものではなかった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、北海道産地直送センターは、自己の供給する本件３７商品の取引に

関し、それぞれ、本件３７商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著

しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による

自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであ

り、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第２号に該当するものであって、かか

る行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分

の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除

き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消し

の訴えを提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除

き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起すること
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ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。 
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別表１ 

 商品名 表示期間 表示内容 

１ 

味付け焼きたらこ 

６００ｇ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「味付け焼きたらこ ６００

ｇ」、「通常価格：￥４，０００

税込」及び「販売価格：￥１，

４８０税込」 

（別添写し１） 

２ 

味付け焼きたらこ 

３６０ｇ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「味付け焼きたらこ ３６０

ｇ」、「通常価格：￥２，４００

税込」及び「販売価格：￥９８

０税込」 

（別添写し２） 

３ 

幻のいばら蟹と王道

のずわい蟹のセット

 計２ｋｇ ５～６

人前 

令和３年１２月９日か

ら令和４年１月２５日

までの間 

「幻のいばら蟹と王道のずわ

い蟹のセット 計２ｋｇ ５

～６人前」、「通常価格：￥２

４，５００税込」及び「販売価

格：￥２１，８００税込」 

（別添写し３） 

４ 

ずわい蟹フレーク 

２００ｇ 

令和３年１２月８日か

ら令和４年１月２５日

までの間 

「ずわい蟹フレーク ２００

ｇ」、「通常価格：￥１，６００

税込」及び「販売価格：￥１，

２００税込」 

（別添写し４） 

５ 

松前漬 白造りバラ

子 ５００ｇ 

令和３年１２月６日か

ら令和４年１月１４日

までの間 

「松前漬 白造りバラ子 ５

００ｇ」、「通常価格：￥１，５

００税込」及び「販売価格：

￥９８０税込」 

（別添写し５の１） 

令和４年１月１７日か

ら同月２５日までの間 

「松前漬 白造りバラ子 ５

００ｇ」、「通常価格：￥１，５

００税込」及び「販売価格：

￥９３１税込」 

（別添写し５の２） 

６ 

北海道産 毛蟹 ３

尾 計１ｋｇ前後 

３～４人前 

令和３年１１月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「北海道産 毛蟹 ３尾 計

１ｋｇ前後 ３～４人前」、

「通常価格：￥１３，８００税

込」及び「販売価格：￥９，９

８０税込」 
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 商品名 表示期間 表示内容 

（別添写し６） 

７ 

北海道″お宝＂訳あ

り９点セット 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月７日

までの間 

「北海道″お宝＂訳あり９点

セット」、「通常価格：￥１２，

８７０税込」及び「販売価格：

￥８，０８０税込」 

（別添写し７） 

８ 

北海道＂お宝＂訳あ

り９点セット 

令和３年１０月２２日

から同年１１月９日ま

での間 

「北海道＂お宝＂訳あり９点

セット」、「通常価格：￥１８，

４６０税込」及び「販売価格：

￥１１，８００税込」 

（別添写し８） 

９ 

生サラミ ６００ｇ

 北海道産 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「生サラミ ６００ｇ 北海

道産」、「通常価格：￥４，１０

０税込」及び「販売価格：￥３，

２５０税込」 

（別添写し９） 

１０ 

生サラミ ２４０ｇ

 北海道産 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「生サラミ ２４０ｇ 北海

道産」、「通常価格：￥１，６４

０税込」及び「販売価格：￥１，

４８０税込」 

（別添写し１０） 

１１ 

豚丼の具＜生姜風味

＞ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具＜生姜風味＞」、

「通常価格：￥７５０税込」及

び「販売価格：￥６００税込」 

（別添写し１１） 

１２ 

豚丼の具＜塩味＞ 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具＜塩味＞」、「通常

価格：￥７５０税込」及び「販

売価格：￥６００税込」 

（別添写し１２） 

１３ 

豚丼の具＜醤油味＞ 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具＜醤油味＞」、「通

常価格：￥７５０税込」及び

「販売価格：￥６００税込」 

（別添写し１３） 

１４ 

豚丼の具 ３種セッ

ト 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「豚丼の具 ３種セット」、

「通常価格：￥２，２５０税

込」及び「販売価格：￥１，７

００税込」 
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 商品名 表示期間 表示内容 

（別添写し１４） 

１５ 

新巻鮭カマ １．５ｋ

ｇ（５００ｇ×３） 

襟裳産 

令和３年１０月２２日

から同月２７日までの

間 

「荒巻鮭カマ １．５ｋｇ 

襟裳産」、「通常価格：￥３，０

００税込」及び「販売価格：

￥２，４８０税込」 

（別添写し１５の１） 

令和３年１０月２８日 「新巻鮭カマ １．５ｋｇ 

襟裳産」、「通常価格：￥３，０

００税込」及び「販売価格：

￥２，４８０税込」 

（別添写し１５の２） 

令和３年１０月２９日

から令和４年１月１３

日までの間 

「新巻鮭カマ １．５ｋｇ（５

００ｇ×３） 襟裳産」、「通常

価格：￥３，０００税込」及び

「販売価格：￥２，４８０税

込」 

（別添写し１５の３） 

１６ 

新巻鮭カマ ５００

ｇ 襟裳産 

令和３年１０月２２日

から同月２７日までの

間 

「荒巻鮭カマ ５００ｇ 襟

裳産」、「通常価格：￥１，００

０税込」及び「販売価格：￥８

８０税込」 

（別添写し１６の１） 

令和３年１０月２８日

から令和４年１月１３

日までの間 

「新巻鮭カマ ５００ｇ 襟

裳産」、「通常価格：￥１，００

０税込」及び「販売価格：￥８

８０税込」 

（別添写し１６の２） 

１７ 

お刺身用ホタテ１ｋ

ｇと国産和牛切り落

とし３００ｇ 

令和３年１０月２２日

から同年１２月１７日

までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇと国

産和牛切り落とし３００ｇ」、

「通常価格：￥１０，０００税

込」及び「販売価格：￥４，９

８０税込」 

（別添写し１７） 

１８ 

お刺身用ホタテ１ｋ

ｇ＋いくら２５０ｇ 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇ＋い

くら２５０ｇ」、「通常価格：

￥１０，０００税込」及び「販

売価格：￥７，９８０税込」 
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 商品名 表示期間 表示内容 

（別添写し１８） 

１９ 

お刺身用ホタテ１ｋ

ｇと毛蟹２７０ｇ前

後×２尾 

令和３年１０月２２日

から同年１１月１２日

までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇと毛

蟹２７０ｇ前後×２尾」、「通

常価格：￥１０，０００税込」

及び「販売価格：￥７，９８０

税込」 

（別添写し１９の１） 

令和３年１１月１５日

から同年１２月１６日

までの間 

「お刺身用ホタテ１ｋｇと毛

蟹２７０ｇ前後×２尾」、「通

常価格：￥１０，０００税込」

及び「販売価格：￥８，９８０

税込」 

（別添写し１９の２） 

２０ 

【業務用】ぶりそぼろ

（フレーク）（約１ｋ

ｇ） 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「【業務用】ぶりそぼろ（フ

レーク）（約１ｋｇ）」、「通常価

格：￥２，５００税込」及び「販

売価格：￥９８０税込」 

（別添写し２０） 

２１ 

【業務用】北海道産牛

生ハム細切り（２５０

ｇ×２Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「【業務用】北海道産牛生ハム

細切り（２５０ｇ×２Ｐ）」、

「通常価格：￥５，０００税

込」及び「販売価格：￥３，９

８０税込」 

（別添写し２１） 

２２ 

【業務用】北海道産牛

生ハム細切り（２５０

ｇ×１Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から同年１２月２２日

までの間 

「【業務用】北海道産牛生ハム

細切り（２５０ｇ×１Ｐ）」、

「通常価格：￥２，５００税

込」及び「販売価格：￥２，１

８０税込」 

（別添写し２２） 

２３ 

味付数の子（５００ｇ

×１Ｐ） 

令和３年１１月１日か

ら令和４年２月１日ま

での間 

「味付数の子（５００ｇ×１

Ｐ）」、「通常価格：￥４，２０

０税込」及び「販売価格：￥２，

９８０税込」 

（別添写し２３） 

２４ 
【業務用】農家のベー

コンダイスカット（１

令和３年１０月２７日

から令和４年１月１３

「【業務用】農家のベーコンダ

イスカット（１４０ｇ×５
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 商品名 表示期間 表示内容 

４０ｇ×５Ｐ） 日までの間 Ｐ）」、「通常価格：￥３，４０

０税込」及び「販売価格：￥２，

１８０税込」 

（別添写し２４） 

２５ 

【業務用】農家のベー

コンダイスカット（１

４０ｇ×３Ｐ） 

令和３年１０月２７日

から令和４年１月１３

日までの間 

「【業務用】農家のベーコンダ

イスカット（１４０ｇ×３

Ｐ）」、「通常価格：￥２，０４

０税込」及び「販売価格：￥１，

４８０税込」 

（別添写し２５） 

２６ 

漁師のまかない丼の

具（１４０ｇ×３Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「漁師のまかない丼の具（１

４０ｇ×３Ｐ）」、「通常価格：

￥２，４００税込」及び「販売

価格：￥１，６８０税込」 

（別添写し２６） 

２７ 

漁師のまかない丼の

具（１４０ｇ×１Ｐ） 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月１３

日までの間 

「漁師のまかない丼の具（１

４０ｇ×１Ｐ）」、「通常価格：

￥８００税込」及び「販売価

格：￥５８０税込」 

（別添写し２７） 

２８ 

北海道バラエティー

セット 

令和３年１０月２２日

から令和４年１月２０

日までの間 

「北海道バラエティーセッ

ト」、「通常価格：￥１４，３０

０税込」及び「販売価格：￥９，

９８０税込」 

（別添写し２８の１） 

令和４年１月２１日か

ら同月２５日までの間 

「北海道バラエティーセッ

ト」、「通常価格：￥１４，３０

０税込」及び「販売価格：￥１

１，９８０税込」 

（別添写し２８の２） 

２９ 

お肉セット 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２７

日までの間 

「お肉セット」、「通常価格：

￥６，３００税込」及び「販売

価格：￥５，９８０税込」 

（別添写し２９） 

３０ 

お刺身セット 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「お刺身セット」、「通常価格：

￥６，６００税込」及び「販売

価格：￥５，９８０税込」 
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 商品名 表示期間 表示内容 

（別添写し３０） 

３１ 

松前漬けセット 令和３年１０月２２日

から令和４年１月２５

日までの間 

「松前漬けセット」、「通常価

格：￥６，３００税込」及び「販

売価格：￥４，９８０税込」 

（別添写し３１） 

３２ 

鹿児島産 うなぎ 

１枚 

令和３年１２月２０日

から令和４年１月２５

日までの間 

「鹿児島産 うなぎ １枚」、

「通常価格：￥２，５００税

込」及び「販売価格：￥１，９

８０税込」 

（別添写し３２） 

３３ 

北海道“お宝＂訳あり

７点セット 

令和４年１月１３日か

ら同月２５日までの間 

「北海道“お宝＂訳あり７点

セット」、「通常価格：￥１５，

４４０税込」及び「販売価格：

￥１１，０００税込」 

（別添写し３３） 

３４ 

２０２２年初売り

セット 

令和４年１月１７日か

ら同月２５日までの間 

「２０２２年初売りセット」、

「通常価格：￥１１，７８０税

込」及び「販売価格：￥８，９

８０税込」 

（別添写し３４） 
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別表２ 

 商品名 表示日 表示内容 

１ 

けっぱれど

さんこセッ

ト 

令和３年１１月

１３日 

・「北海道の味覚９品 けっぱれどさんこセッ

ト」、「①豚丼の具 ３種 ②こまい ２００ｇ 

③ほっけ ４００ｇ ④松前漬 ２００ｇ ⑤

タコしゃぶ １４０ｇ ⑥ラーメン ３袋 ⑦

ホッケスティック ２００ｇ ⑧カラフトマス

フレーク ８０ｇ ⑨お刺身用ホタテ ５００

ｇ」、「プレゼント 北あかりコロッケ２０個」

及び「通常１万６００円相当➡３５％オフ ６，

９８０円」との文字の映像 

・「けっぱれどさんこセットです。北海道の味覚

が計９品も入った商品となっています」、「購

入いただいた方にプレゼントがあるんですよ

ね」、「北あかりコロッケ２０個つけちゃいま

す」及び「通常ですね、1万６００円相当のお品

ですが、今回は３５％オフの６，９８０円で販

売いたします」との音声 

（別添写し３５） 

２ 

けっぱれど

さんこセッ

ト２ 

令和４年１月

２２日 

・「けっぱれどさんこセット２（全９品） ①北

あかりコロッケ ２０個 ②カニクリームコ

ロッケ ８個」、「③イカソーメン ２人前」、

「④松前漬 ２００ｇ ⑤海鮮づくし松前漬 

２５０ｇ」、「⑥ナメタカレイ ２枚 ⑦宗八カ

レイ １枚 ⑧北海道産ブリ 半身 ⑨ボイル

甘えび ４００ｇ」及び「紅ズワイガニ２杯も

プレゼント」、「北海道の味覚９品 けっぱれど

さんこセット２ 通常１万１，７８０円相当➡

７，９８０円」との文字の映像 

・「北海道を中心においしい海の幸、山の幸計９

品がセットになっています。通常１万１，７８

０円が、７，９８０円とお得になっています」及

び「こちらの紅ズワイカニ２杯プレゼントしま

す」との音声 

（別添写し３６） 

３ 

けっぱれど

さんこセッ

ト３ 

令和４年２月

２６日 

・「けっぱれどさんこセット３（全１０品） ①

北海道産 お刺身ホタテ（５００ｇ）」、「②北海

道産 秋鮭ハラス 三五八
さ ご は ち

漬け（１５０ｇ）」、

「③さば一夜干し（１６０ｇ） ④赤魚一夜干
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 商品名 表示日 表示内容 

し（１６０g） ⑤こまい（２００ｇ） ⑥ほっ

けスティック（１００ｇ）」、「⑦えび風味 味噌

ラーメン（１袋） ⑧かに風味 味噌ラーメン

（１袋） ⑨牛モツ煮（１７０ｇ） ⑩カニク

リームコロッケ（８個）」、「北海道産 紅ホタ

テ（２５０ｇ）プレゼント」及び「北海道の味

覚１０品 けっぱれどさんこセット３ 通常

９，７１０円相当➡６，９８０円」との文字の

映像 

・「１０品で６，９８０円。お得なんですが、な

んとかもう一声お願いします」及び「はい、もち

ろんです。今回は北海道産紅ホタテ５００ｇ」

との音声 

（別添写し３７） 
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